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表紙

書面交付請求いただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した本書面をあわせてお送り
いたします。なお、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を
除いており、インターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載して
おります。

①　連結計算書類の連結持分変動計算書及び連結注記表
②　計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表
従いまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、
監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

当社ウェブサイト
https://www.broadleaf.co.jp/ir/stock/meeting/
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

【交付書面】

株主の皆様へ

第16期定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株式会社ブロードリーフ
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事業の経過及びその成果

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

Ⅰ．当社及び当社の子会社（企業集団）の現況に関する事項
１．事業の経過及びその成果

当事業年度（2024年１月１日から2024年12月31日まで）におけるわが国経済は、
景気の緩やかな回復基調となった一方で、エネルギー価格の高騰や為替変動、中東情勢
の影響など、景気を下押しするリスク要因もあり、不確実性が高い状況が継続しまし
た。

IT投資動向に関しては、業務改革だけでなく生成AIを利用した新たなデジタルサー
ビスの創出など、DX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みが活発とな
りました。当社グループのお客様においても働き方改革や人手不足への対応に留まら
ず、生産性向上を目的としたサプライチェーンの再構築やデジタル行政への対応をはじ
め、幅広い領域でIT投資が積極化しました。

このような経営環境のもと、当社グループは中期経営計画（2022-2028）に掲げる
２つの成長戦略「クラウドの浸透」「サービスの拡張」を推進しています。具体的に
は、パッケージソフトをご利用中のモビリティ産業のお客様によるクラウドソフト『.c
シリーズ』への切り替えを計画的に行うとともに、新たなお客様の獲得にも注力してい
ます。また、クラウドソフトのメニュー拡充や性能向上に加え、当社グループが保有す
るビッグデータやAI技術を活用したプラットフォーム型サービスの研究開発を進めて
います。

当事業年度においては、パッケージソフトからクラウドソフトへの切り替えが進んだ
ほか、新たなお客様の獲得も順調に推移したことから、クラウドサービス売上は前期比
48.6％の増加となりました。また、モビリティ産業のお客様によるクラウドソフトへ
の切り替えが順調に進む中、非モビリティ産業向けパッケージソフトの大口案件の獲得
により、パッケージシステム売上は同1.1％の増加となりました。

クラウドソフトへの切り替えに伴いサービス区分別売上の構成比に変化が生じます
が、全体売上にとって増加要因となります。この増加要因は、モビリティ産業のお客様
によるクラウドソフトへの移行が完了する2028年まで継続する見込みです。

コスト面では、クラウドソフトの機能拡張や性能向上に向けた開発を積極化するとと
もに、業務プロセスの効率化を推進しました。さらに、営業活動や管理業務におけるコ
ストの最適化を進め、販売費及び一般管理費は前事業年度比１億12百万円の減少とな
りました。
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事業の経過及びその成果

区 分
前事業年度

（自 2023年 1 月 1 日
至 2023年12月31日）

当事業年度
（自 2024年 1 月 1 日

至 2024年12月31日）
前事業年度比(増減率)

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 5,236 7,781 48.6％
パ ッ ケ ー ジ シ ス テ ム 10,149 10,264 1.1％

合 計 15,385 18,045 17.3％

以上の結果、当事業年度の売上収益は180億45百万円（前事業年度比17.3％増）となり
ました。営業利益は６億74百万円（前事業年度は19億２百万円の損失）、税引前利益は
５億45百万円（同19億21百万円の損失）、親会社の所有者に帰属する当期利益は３億43
百万円（同14億87百万円の損失）となり、いずれも前事業年度比で黒字転換しました。

当社グループはITサービス事業の単一セグメントですが、サービス区分別の売上内訳は
以下のとおりとなります。

（単位：百万円）

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

クラウドサービス
クラウドソフト『.cシリーズ』をはじめとするサブスクリプション型ソフトの利用料

や、自動車補修部品の受発注プラットフォームに係る手数料により構成されています。

パッケージシステム
携帯ショップ、旅行業、バス運行業、機械工具商社、製造業に対応したパッケージソフトの

販売代金（リース販売または一括販売）や、パッケージソフトの利用に際して必要な各種サー
ビス料のほか、PC等の機器類・サプライの販売代金により構成されています。
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設備投資の状況、資金調達の状況、事業の譲渡、吸収分割又は新設分割、他の会社の事業の譲受け、吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業
に関する権利義務の承継、他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

２．設備投資の状況
当事業年度に実施しました設備投資の総額は51億18百万円であり、その主なものは

クラウドサービスのソフトウェア開発等によるものであります。

３．資金調達の状況
当社は取引金融機関と総額38億円のコミットメントライン契約を締結しており、効率的

で安定した事業資金の調達を行っております。

４．事業の譲渡、吸収分割又は新設分割
該当事項はありません。

５．他の会社の事業の譲受
該当事項はありません。

６．吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
該当事項はありません。

７．他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社は、2024年２月28日を効力発生日として、当社の持分法適用会社であるZenmov

株式会社の株式2,500株を、第三者割当増資の方法により、追加取得いたしました。
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対処すべき課題

８．対処すべき課題
100年に一度と言われる変革期に直面しているモビリティ産業では、AIや車載ソフト

ウェアを活用した先進運転支援システムや自動運転等の技術の進展、電動車両の普及が
加速する中で、カーオーナーのニーズやライフスタイルも多様化しており、それに対応する
ために新たなサービスやソリューションが求められています。

これらの動きに迅速かつ柔軟に対応するため、当社グループは、Broadleaf　Cloud 
Platformの拡大を推進し、お客様のデジタル化の支援とトータルマネジメントシステムの
提供を通じて、経営・業務改革の支援を強化してまいります。同時に、カーオーナーを
取り巻く環境の変化やニーズの多様化にも柔軟に対応し、カーオーナーに向けた新たな
サービス展開を検討しております。これらの活動を通じて、事業領域の拡大と中長期的な
企業価値の向上を目指してまいります。

さらに当社グループは、SDGs（持続可能な開発目標）に代表される環境・社会課題を
解決し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを強化してまいります。

そのうえで当社グループが認識する主な対処すべき課題は以下のとおりです。

(1) クラウド化の促進とBroadleaf Cloud Platform上で稼働するサービスの拡充
当社グループは、お客様の業務を改善する業務アプリケーションを提供し、業界で

高いシェアを獲得してきました。
これらのアプリケーションをクラウドサービスへ切り替えることで、変革期を迎えて

いるモビリティ産業に対して、より迅速かつ柔軟に必要な機能を提供し、カスタマー
サクセスを追求してまいります。また、当社グループが開発したクラウドソフトに加え、
業種・業界を超えた様々なパートナー企業と連携し、Broadleaf Cloud Platform上に
多様なサービスを提供してまいります。

従来から提供していた整備・板金事業者向けクラウドソフトに加え、2024年９月
に、新たな自動車部品商向けのクラウドソフト『Partsman.c』の提供を開始したこと
で、当社の主要なお客様が利用可能なクラウドソフトが出揃いました。多くのお客様が
クラウドソフトを利用することで、業務における使用感が飛躍的に向上し、クラウドの
浸透を大幅に加速することが可能となります。

今後も当社グループは、クラウドソフトとBroadleaf Cloud Platform上の多様な
サービスを組み合わせることにより、従来の業務アプリケーションの提供による業務
効率化の支援から、トータルマネジメントシステムの提供による経営・業務改革の支援
へとサービス範囲を拡張してまいります。
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対処すべき課題

(2) 自動車部品受発注ビジネスの浸透とeコマースビジネスの展開
当社グループは、強みである自動車アフターマーケットの顧客基盤とデータベース

を活用することで、自動車補修部品の電子受発注サービスを提供しております。
2024年９月に『Partsman.c』の提供を開始したことで、自動車補修部品の売り手

である部品商と買い手である整備事業者の双方が、当社クラウドサービスを利用でき
る環境が整いました。売り手と買い手の双方がクラウドサービスをご利用いただくこ
とで、従来に比べ電子受発注の使い勝手や精度が圧倒的に向上し、受発注サービスの
さらなる拡大に向けた基盤の構築が完了しました。

受発注業務を電子化することで、業界の課題である部品の取引や物流における非効
率を解消し、お客様の生産性を向上していくとともに、紙の使用量削減による資源
保護にも寄与してまいります。

また、本サービスでは自動車リサイクル部品の受発注も行っており、修理時のリサ
イクル部品の利用を促進し、資源循環型社会の実現にも寄与してまいります。

(3) データを活用したサービスの創出
当社グループは、自動車関連の膨大なデータを活用し、カーオーナー向けサービス等

の新たな事業の立ち上げを行ってまいります。
AIの活用が加速度的に進むと見込まれる中で、分析の基となるデータの重要性が一層

高まっていきます。当社グループは過去40年分の、車両や部品、修理や点検等に関する
膨大なデータを保有しています。これは国内の車両整備データの約４分の１に該当し、
当社グループにしかない強みとなります。このデータとAIに代表される最新のテクノロ
ジーを掛け合わせることで、他社の追随を許さない唯一無二のサービスを展開してまい
ります。
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財産及び損益の状況の推移

区 分 第13期
(2021年度)

第14期
(2022年度)

第15期
(2023年度)

第16期
(2024年度)

売 上 収 益 20,652 13,833 15,385 18,045

営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 （ △ ） 3,395 △2,897 △1,902 674

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 当 期 利 益
又は親会社の所有者に帰属する当期損失（△） 2,173 △2,431 △1,487 343

基 本 的 １ 株 当 た り 当 期 利 益
又 は 基 本 的 １ 株 当 た り 当 期 損 失 （ △ ） （ 円 ） 24.72 △27.54 △16.76 3.85

資 産 合 計 34,476 33,535 36,750 39,895

資 本 合 計 26,114 23,662 22,487 23,143

１ 株 当 た り 親 会 社 所 有 者 帰 属 持 分 （ 円 ） 296.77 267.36 253.08 259.39

９．財産及び損益の状況の推移
(1) 当社グループの財産及び損益の状況　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

(注) 1. 基本的１株当たり当期利益又は基本的１株当たり当期損失は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、
   １株当たり親会社所有者帰属持分は自己株式を控除した各事業年度末日の発行済株式の総数により算定しております。
2. 記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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財産及び損益の状況の推移

区 分 第13期
（2021年度）

第14期
（2022年度）

第15期
（2023年度）

第16期
（2024年度）

売 上 高 18,639 12,312 13,737 16,077

経 常 利 益
又 は 経 常 損 失 （ △ ） 2,434 △2,173 △1,506 702

当 期 純 利 益
又 は 当 期 純 損 失 （ △ ） 731 △2,815 △1,873 146

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は
１株当たり当期純損失（△）（円） 8.32 △31.89 △21.13 1.65

総 資 産 27,049 25,947 27,662 30,267

純 資 産 19,875 16,825 15,019 15,177

１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 225.87 190.36 169.13 170.13

(2) 当社の財産及び損益の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

(注) １. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、
１株当たり純資産は自己株式を控除した各事業年度末日の発行済株式の総数により算定しております。

２. 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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主要な事業内容

10．主要な事業内容（2024年12月31日現在）
当社グループは、主にモビリティ産業を中心に、クラウドサービス及びパッケージシス

テムの提供を行っております。Broadleaf Cloud Platform上の多様なサービスを組み合わ
せることでお客様の業務を総合的にサポートするトータルマネジメントシステムを提供
し、お客様の経営・業務改革の支援を実現しております。

当社グループは、ITサービス事業の単一セグメントでありますが、関連情報として売上
収益をクラウドサービス及びパッケージシステムの２区分で公表しております。

クラウドサービスには、ソフトウェアサービスとマーケットプレイスの売上収益が含まれ
ております。ソフトウェアサービスには、ソフトウェアの月額課金又は従量課金形式での
売上収益が含まれており、マーケットプレイスには、自動車補修部品の受発注プラット
フォームの売上収益が含まれております。従来から提供しているプラットフォームを活用
したサービスに加え、今後新たにBroadleaf Cloud Platform上で展開する新サービス
は、クラウドサービスに分類していきます。

　パッケージシステムには、ソフトウェア販売と運用・サポートの売上収益が含まれてお
ります。ソフトウェア販売には、月額課金以外の課金方式での業務アプリケーションの売
上収益が含まれており、運用・サポートには、ソフトウェア販売に付帯する保守・サポー
トサービス、専用帳票やトナー等のサプライ品、PCやモニター等の周辺機器の売上収益
が含まれています。

モビリティ産業に従事している事業者に加え、機械工具取扱事業者、旅行取扱事業者、
携帯電話販売代理事業者等に対して、業務効率化及び経営・業務改革を支援しております。
また、整備工場や製造工場における改善活動を支援する作業分析・業務最適化ソフトウェア
を提供しております。当該ソフトウェアは、作業現場における人・モノ・機械の動き
を動画分析・時間分析することにより、ムリ・ムダ・ムラを可視化し、作業時間の
短縮・省力化・コスト削減を実現する現場改善機能を具備しており、作業現場に留まらず、
伝統工芸の匠の技の伝承、介護スタッフの教育並びにサービス業のベストプラクティスの
共有等、幅広い産業への展開を進めております。
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主要な事業内容

区 分 サ ー ビ ス 内 容

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス

【ソフトウェアサービス】
・クラウドソフトウェアサービス『.cシリーズ』の提供
・『.NSシリーズ』の月額提供
・電子帳簿保存法対応システム『電帳.DX』の提供
・タブレット型業務端末『CarpodTab』の提供
・ソフトウェアサービスに関わるサポート、及びお客様

業務のデジタル化を支援するその他サービスの提供
【マーケットプレイス】
・オープン型EC・EDI『クラウド版受発注プラット
　フォーム』の提供
・自動車リサイクル部品の取引ネットワーク『パーツ

ステーションNET』における決済代行サービスの提供
・自動車部品の電子受発注システム『BLパーツオーダー

システム』の提供

パッケージシステム

【ソフトウェア販売】
・『.NSシリーズ』に代表されるパッケージシステムの

販売
・作業分析 / 業務最適化ソフトウェア『OTRS』の販売
【運用・サポート】
・パッケージシステム『.NSシリーズ』に付帯する保守・

サポートサービス等の提供
・サプライ品や周辺機器の販売

当社のソフトウェアをご利用いただいているお客様に対しては、ソフトウェアやハード
ウェアの保守サービスの提供及びサプライ品の販売を行っています。365日稼働のコール
センターや全国の拠点に専門スタッフを配置し、ネットワーク、ハードウェア及びサーバー
等のトラブル時に迅速に対応するサポート体制を構築しております。また、これらの保守
サービスに加え、ネットワーク経由でソフトウェアやデータを最新化するサービスを
提供しております。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 タ ジ マ 50百万円 100.0％ システム販売
システムサポート

株 式 会 社 S p i r a l M i n d １億円 100.0％ 先端技術の研究・開発

株 式 会 社 産 業 革 新 研 究 所 ７百万円 100.0％ 製造業向けの情報サービス

S A L E S  G O 株 式 会 社 68百万円 90.7％ システム開発・販売
営業支援コンサルティング

博楽得信息科技（合肥）有限公司 14百万人民元 100.0％ システム販売

北京盛源博楽信息科技有限公司 ２百万人民元 100.0％ システム販売

Broadleaf I.T. Solutions Inc. 75百万フィリピンペソ 100.0％ システム販売
システムサポート

11．重要な親会社及び子会社の状況
(1) 親会社の状況

　該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

(注) 1. 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 2024年５月22日開催の取締役会において、当社の連結子会社である博楽得信息科技（合肥）有限公司及び
　 北京盛源博楽信息科技有限公司は清算することを決議しており、現在両社は清算手続き中であります。
3. 2024年12月18日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるBroadleaf I.T. Solutions Inc.は清算
　することを決議しており、現在同社は清算手続き中であります。
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主要な営業所

会 社 名 主要な事業所 所 在 地

株 式 会 社 ブ ロ ー ド リ ー フ

本 社 東京都品川区

営 業 拠 点

札幌事業所（北海道札幌市）

仙台事業所（宮城県仙台市）

名古屋事業所（愛知県名古屋市）

大阪事業所（大阪府大阪市）

広島事業所（広島県広島市）

福岡事業所（福岡県福岡市）

開 発 拠 点
札幌事業所（北海道札幌市）

福岡事業所（福岡県福岡市）

株 式 会 社 タ ジ マ 本 社 東京都品川区

株 式 会 社 S p i r a l M i n d 本 社 東京都品川区

株 式 会 社 産 業 革 新 研 究 所 本 社 東京都品川区

S A L E S  G O 株 式 会 社 本 社 東京都品川区

博楽得信息科技（合肥）有限公司 本 社 中華人民共和国合肥市

北京盛源博楽信息科技有限公司 本 社 中華人民共和国北京市

Broadleaf I.T. Solutions Inc. 本 社 フィリピン共和国マカティ市

12．主要な事業所（2024年12月31日現在）

－ 11 －
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従業員の状況、主要な借入先

使 用 人 人 数 前 事 業 年 度 対 比

920名 15名減

使 用 人 人 数 前 事 業 年 度 対 比 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

746名 14名減 46.0歳 12.8年

13．使用人の状況（2024年12月31日現在）
(1) 当社グループの使用人の状況

(注) １. 上記のほか、22名をパートタイム労働者として臨時雇用しております。
２. 当社グループはITサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

(2) 当社の使用人の状況

(注) １. 上記のほか、18名をパートタイム労働者として臨時雇用しております。
２. 平均勤続年数は、2010年１月１日に当社が吸収合併した消滅会社旧株式会社ブロードリーフにおける勤続年数を通算して

おります。

借 入 先 借 入 金 残 高 （ 百 万 円 ）

株式会社三井住友銀行 3,285

株式会社みずほ銀行 1,249

株式会社横浜銀行 366

株式会社りそな銀行 262

14．主要な借入先（2024年12月31日現在）

(注) １. 企業集団の主要な借入先として当社の借入先の状況を記載しております。
２. 当社は効率的で安定した事業資金の調達を行うため、取引金融機関と総額38億円のコミットメントライン契約を締結して

おりますが、当該契約に基づく当事業年度末の借入実行残高はありません。
３. 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株式に関する事項、新株予約権に関する事項

(1) 発行可能株式総数 320,000,000株
(2) 発行済株式の総数 97,896,800株
(3) 株主数 11,161名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 14,901,500株 16.24％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 10,257,400株 11.18％

株 式 会 社 U H  P a r t n e r s  3 6,949,700株 7.58％

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS 6,727,371株 7.33％

株 式 会 社 エ ス ア イ エ ル 5,217,000株 5.69％

NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT 5,037,700株 5.49％

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 3,558,100株 3.88％

T H E  B A N K  O F  N E W  Y O R K  M E L L O N  1 4 0 0 5 1 2,664,900株 2.90％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 Ｅ 口 ) 2,521,694株 2.75％

G O V E R N M E N T  O F  N O R W A Y 2,499,276株 2.72％

Ⅱ．会社の株式に関する事項

株式の状況（2024年12月31日現在）

(4) 大株主

(注) １. 当社は自己株式を6,159,097株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除し、株式給付信託（BBT）が所有する当社株式1,233,200株及び

株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株式1,288,494株を含めて算定しております。

－ 13 －
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株式に関する事項、新株予約権に関する事項

株 式 の 種 類 及 び 数 交 付 さ れ た も の の 人 数

取締役（社外取締役を除く） 普通株式　61,748株 ２名

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告16頁及び17頁「Ⅳ．２．取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

(6) その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項

１．当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権
の状況
　該当事項はありません。

２．当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

３．その他新株予約権等に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 大 山 堅 司

取 締 役 副 社 長 山 中 健 一

社 外 取 締 役 鬼 澤 盛 夫

社 外 取 締 役 高 田 坦 史 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会 代表理事

社 外 取 締 役 山 口 畝 誉 Ｕ・アカデミー 代表

常 勤 監 査 役 平 澤 謙 二

社 外 監 査 役 西 本 　 強 日比谷パーク法律事務所 パートナー

社 外 監 査 役 永 　 井 　 美 保 子 ＥｄｇｅＢｒｉｄｇｅ合同会社 代表社員

Ⅳ．会社役員に関する事項

１．取締役及び監査役の状況（2024年12月31日現在）

(注) １. 取締役のうち鬼澤盛夫氏、高田坦史氏及び山口畝誉氏は社外取締役であります。
２. 監査役のうち西本強氏及び永井美保子氏は社外監査役であります。
３. 永井美保子氏は米国公認会計士資格の保有者であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
４. 当社は取締役鬼澤盛夫氏、高田坦史氏及び山口畝誉氏並びに監査役西本強氏及び永井美保子氏を東京証券取引所の定めに
　　基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、上記の社外役員に係る重要な各兼職先と当社との間に、
　　開示すべき特別な関係はありません。
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会社役員に関する事項

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬

（役員賞与）
非金銭報酬等
（譲渡制限付
株式報酬）

業績連動報酬
（株式給付
信託型報酬）

取 締 役
（うち社外取締役）

245
(22)

131
(22)

47
(－)

34
(－)

33
(－)

７
(５)

監 査 役
（うち社外監査役）

26
(14)

26
(14)

－
(－)

－
(－)

－
(－)

４
(３)

業　績　指　標 予　想　値 実　績　値
連 結 売 上 収 益 176億円 180億45百万円
連 結 営 業 利 益 50百万円 ６億74百万円

２．取締役及び監査役の報酬等
(1) 当事業年度に係る報酬等の総額等

(注) １．当社は、取締役（社外取締役を除く）に対して支給する業績連動報酬として、役員賞与及び株式給付信託型報酬を導入
　　　　 しており、業績指標に連動した定量評価及び定性評価に基づき、総合的な評価を勘案のうえ評価報酬委員会において
　　　　 その支給の額又は数を決定しております。主要な業績指標は連結売上収益及び連結営業利益であり、その実績は以下に
　　　　 記載のとおりであります。当該業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、又は中長期的な業績の向上
　　　　 と企業価値の増大に貢献する意識を高めるために選定した指標であります。なお、株式給付信託型報酬は、当該指標の
　　　　 達成状況に応じて業績連動係数を評価報酬委員会が決定し、役位、業績達成度等に応じて当社株式及び当社株式を時価
　　　　 で換算した金額相当の株式ポイントが給付されます。

２．当社は、取締役（社外取締役を除く）に対して支給する非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬及び株式給付信託型報酬
　　を導入しております。株式給付信託型報酬は、業績連動報酬として記載しております。
３．取締役の報酬限度額は2020年３月24日開催の第11期定時株主総会において、年額４億円以内（うち社外取締役分は
　　年額１億円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の
　　取締役の員数は、６名（うち、社外取締役４名）です。
４．取締役（社外取締役を除く）及び執行役員を対象に上記報酬限度額とは別に、2016年３月30日開催の第７期定時株主
　　総会において、年額73百万円を上限とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託型報酬」の導入を決議いただいて
　　おります。
　　当該株主総会終結時点の取締役の員数は、２名（社外取締役を除く）です。
５．取締役（社外取締役を除く）及び執行役員を対象に上記報酬限度額とは別に、2019年３月28日開催の第10期定時株主
　　総会において、年額56百万円を上限とする譲渡制限付株式報酬制度導入の決議をいただいております。当該株主総会
　　終結時点の取締役の員数は、２名（社外取締役を除く）です。
６．監査役の報酬限度額は2013年３月29日開催の第４期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。

当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。
７．記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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会社役員に関する事項

(2) 取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項
＜決定方針の決定方法＞

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。

＜決定方針の内容の概要＞
当社の取締役の報酬制度は、「基本報酬」、「役員賞与」、「譲渡制限付株式報酬」及び

「株式給付信託型報酬」で構成しております。取締役（社外取締役を除く）の報酬は、株主
総会決議により定めた各報酬の限度額の範囲内で、取締役会決議により一任された評価報酬
委員会の決定に基づき支給することとしております。評価報酬委員会に委任する理由は、委
員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で構成している同委員会に委任するこ
とにより、報酬等に関する手続きの客観性をより一層高めるためであります。評価報酬委員
会の体制は以下のとおりです。

　委員長：鬼澤　盛夫氏（社外取締役）
　委　員：高田　坦史氏（社外取締役）、大山　堅司氏（代表取締役）
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役

の業績評価・貢献度を総合的に勘案しております。社外取締役の報酬は、基本報酬のみを支給する
こととしております。

また、監査役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、業績を
勘案する報酬体系は相応しくないため、基本報酬のみを支給することとしております。

＜取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由＞
取締役会は、取締役会で決議された決定方針に従って、評価報酬委員会が個人別の評価

及び報酬を決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断して
おります。

(3) 取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項
当社は、取締役会の決議により取締役の報酬の個別の配分に関する決定を、過半数が

社外取締役により構成される評価報酬委員会へ委任しております。
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会社役員に関する事項

氏 名
出 席 状 況 発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要取 締 役 会

鬼 澤 盛 夫 16回/16回
（100％）

ＳａａＳ型事業モデルへの転換を実現したグローバル企業での豊富な
経営経験、及び当社事業に関連する業界やビジネスモデルへの深い見識
に基づき、当社の経営上有用な発言を行う等、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。また、長い期間
社外取締役として在任し、当社の企業理念や事業戦略を深く理解した
うえで、客観的・中立的立場から独立性の高い発言を行っており、当社
取締役会の監督機能と意思決定の質の向上に大きく貢献しています。

高 田 坦 史 16回/16回
（100％）

当社事業に関連する業界についての専門的知識や豊富な経験、及び営業
・マーケティング、新規事業戦略における専門的知識や豊富な経験に
基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上有用
な発言を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。また、客観的・中立的立場で取締役会の監督
機能を担っております。

山 口 畝 誉 13回/13回
（100％）

グローバルな経営視点、及びマーケティング、新規事業開発に関する
専門的知識や豊富な経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的
観点から、当社の経営上有用な発言を行う等、意思決定の妥当性・適正性
を確保するための適切な役割を果たしております。また、客観的・中立的
立場で取締役会の監督機能を担っております。

氏 名
出 席 状 況

発 言 状 況
取 締 役 会 監 査 役 会

西 本 　 強 16回/16回
（100％）

13回/13回
（100％）

企業法務の専門家として専門的知識や豊富な経験に
基づき、社外監査役として中立かつ客観的観点から、
取締役会及び監査役会の妥当性、適正性を確保する
ための発言を行いました。

永　井　美保子 13回/13回
（100％）

10回/10回
（100％）

財務・会計及びコーポレートコミュニケーションの分
野における専門的知識や豊富な経験に基づき、社外監
査役として中立かつ客観的観点から、取締役会及び監
査役会の妥当性、適正性を確保するための発言を行い
ました。

3．社外取締役及び社外監査役の主な活動状況
(1) 社外取締役

 （注）山口畝誉氏につきましては、2024年3月26日取締役就任後の状況を記載しております。

(2) 社外監査役

 （注）永井美保子氏につきましては、2024年3月26日監査役就任後の状況を記載しております。
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会社役員に関する事項

４．役員との責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった
職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び全ての子会社の
役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担して
おりません。当該保険契約により、被保険者の職務の執行に関して、損害賠償請求を受
けることによって生じる損害が塡補されることとなります。
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会計監査人の状況

金 額 （ 百 万 円 ）

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 67

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 67

Ⅴ．会計監査人の状況

１．会計監査人の名称
有限責任　あずさ監査法人

２．報酬等の額

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
　　　　 明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの
　　　　 合計額を記載しております。

２．当社の海外子会社３社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。
３．記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

３．会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　監査役会は、取締役会、社内監査部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の
聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や
報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条
第１項の同意を行っております。

４．非監査業務の内容
　該当事項はありません。

５．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認めら
れる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
　また、会計監査人の適格性、独立性を害する等の事由の発生により、適正な監査の遂行
が困難であると認めた場合、監査役会は、その会計監査人の解任又は不再任及び新たな
会計監査人の選任に係る議案の内容を決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制

Ⅵ．企業集団の業務の適正を確保するための体制

１．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制
(1)　当社の取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき経営に関する重要事項を

決定するとともに、当社グループの取締役の職務執行を監督いたします。
(2)　監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役監査基準等に基づき当社

グループの取締役の職務執行を監督いたします。
(3)　当社グループの役職員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を

遂行するため、倫理・コンプライアンス管理規程を制定いたします。
　また、当社グループの役職員に対し、遵守すべき社会規範、各種法令、当社就業
規則並びにその他の諸規程の遵守について周知徹底いたします。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに当社の子会社
の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき保存及び

管理を行います。
また、当社は関係会社管理規程及び当該規程に基づく関係会社管理要領において報告

事項を定め、必要に応じて当社の子会社に当社の取締役会で報告を求めます。

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社はリスク管理体制を構築するための危機管理に関連して、当社グループ全てに適用

するリスクマネジメント規程及び危機管理規程を定め、リスク・コンプライアンス委員会
を設置し、平常時からリスクの低減又は危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が
発生した場合の即応体制を整備・維持いたします。
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業務の適正を確保するための体制

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は毎月１回の定例取締役会及び必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要

事項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行います。
また、取締役会にて定められた経営方針に基づき、執行役員を含め具体的な施策の実施

を図ります。
なお、当社の子会社においても定期的に定例取締役会を開催し、重要事項に関し、

取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行います。

５．当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動

方針として、企業理念・経営方針・行動基準、サステナビリティ方針及び倫理・コンプラ
イアンス管理規程を示し、これを基礎として、当社グループ各社で諸規程を定めることと
いたします。
なお、当社グループの経営については、当社から取締役及び監査役を派遣し、当社の

子会社の経営執行をモニタリングの上、子会社の業務の適正を確保いたします。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の
取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当社の

使用人から監査役の指揮命令に従うスタッフを置くこととし、当該人事に関して監査役会
の同意のもとに、取締役との意見交換を行い慎重に検討いたします。

７．当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え監査役

の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。
また、監査役と代表取締役、会計監査人及び内部監査部門等との定期的な意見交換会を

行います。
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業務の適正を確保するための体制

８．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対し、

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を公益通報者保護
規程に定め、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に周知徹底いたします。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の

請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかに当該請求に応じます。

10．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除のため、倫理・コンプライアンス管理規程の定めにおいて、

市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力とは関係を有し
ないことを基本方針といたします。
また、反社会的勢力の定義及び取引先管理マニュアル等に照らし合わせ、新規取引先が

反社会的勢力でないことを確認するとともに、当社役職員及び既存取引先が反社会的勢力
でないことを定期的に確認し、反社会的勢力の排除策を講じております。
さらに、当社は公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、外部情報の

収集や外部団体との連携を強化しております。

－ 23 －



2025/02/19 17:07:12 / 24165416_株式会社ブロードリーフ_招集通知

業務の適正を確保するための体制

Ⅶ．企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社グループでは、前記の内部統制システムの基本方針（企業集団の業務の適正を確保

するための体制）の適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は以下
のとおりであります。

１．取締役会を16回開催し、法令等に定められた事項や経営方針、事業計画及び予算策定
等の経営に関する重要事項を決定しております。また、取締役会に加えて、取締役会議案
に関する事前説明の機会を設けるほか、社外取締役及び社外監査役を交えた意見交換会も
開催しており、取締役間の意思疎通を図りながら業務執行を監督いたしました。

２．監査役会を13回開催し、監査方針や監査計画を協議・決定するとともに、取締役の
職務執行、法令・定款等の遵守状況について監査いたしました。また、常勤監査役は経営
会議やリスク・コンプライアンス委員会等の重要会議にも出席し、発言・調査する等監査
の充実を図っております。なお、当社では監査役の職務を円滑に遂行するため、監査役の
指揮命令に従う監査役補佐人を１名選任するほか、監査役の職務の執行に必要と認められ
る費用を予算化しております。

３．リスクマネジメント規程に基づき、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、
子会社の同委員会と連携しつつ、重点的に対処すべきリスクへの当社各部門、子会社の
対応状況を把握して定期的にモニタリングを行う等リスクマネジメントを行うとともに、
コンプライアンス推進を図っております。なお、リスク・コンプライアンス委員会は、
当事業年度において12回開催し、その活動概況を四半期毎に取締役会へ報告しております。

４．当社は、当社グループが事業活動を行うにあたり、大規模災害等の事業中断をもたらす
事象が発生することに備え、各組織・役員・従業員が遵守すべき事項を事業継続基本方針
として定めております。また、当該基本方針に準じて組織毎に事業継続計画の策定を行う
ほか、教育や訓練等を推進することで事業継続リスクを低減させるための体制強化を図って
おります。
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５．倫理・コンプライアンス規程に基づき、当社グループの役職員のコンプライアンスに
対する意識を高めるため、研修及び定期的に実施するeラーニング等によるコンプライアンス
教育を実施しております。また、国内子会社を含むグループ全体を対象としたリスク・
コンプライアンス教育の一環として定期的にテストを実施する等、グループ全体のコンプ
ライアンス強化に取り組んでおります。

６．公益通報者保護規程に基づき、当社グループの役職員がコンプライアンスの違反を発見
又は予見した場合に通報する、業務上の指揮命令系統から独立した社内窓口又は外部窓口
を設置しており、通報制度の透明性・実効性の向上に努めております。なお、通報の概要
や件数については、四半期毎に取締役会へ報告しております。

７．個人情報保護方針及び個人情報保護基本規程に基づき、個人情報保護委員会を12回
開催し、当社グループにおける業務上の個人情報の取扱いについて監督を行っております。
また、当社グループの役職員の個人情報保護に対する意識を高めるため、研修及び
eラーニング等による教育を実施しております。

８．当社の子会社においては、グループ共通の企業理念・経営方針・行動基準及びサステナ
ビリティ方針の周知徹底を図っております。また、各子会社は属する国の法令の定めに従
って定期的に取締役会を開催するほか、関係会社管理規程に基づき、特に重要な意思決定
事項は当社取締役会へ上程しております。なお、当社管理部門、内部監査部門及び監査役
により、統制状況を確認するとともに取締役会へ当社子会社の業務執行状況を報告してお
ります。
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剰余金の配当等の決定に関する方針

Ⅷ．剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置づけております。企業
価値向上のための事業展開や財務健全性の維持に必要な内部留保を確保しつつ、業績に
応じた利益配分をおこなうことを基本方針とし、連結配当性向35％以上を目処として
おります。
　また、当社は株主様への利益還元機会の充実を図るため、中間配当及び期末配当の年
２回の剰余金の配当を実施することを基本方針としております。これらの配当決定機関
は、中間配当は取締役会、期末配当は定時株主総会としております。
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連結財政状態計算書

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 負 債

流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営業債権及びその他の債権

棚 卸 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

の れ ん

無 形 資 産

持分法で会計処理されている投資

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

繰 延 税 金 資 産　

4,305,936

3,364,516

185,926

354,393

8,210,771

1,168,350

11,126,040

16,526,210

95,076

987,931

195,198

1,584,934　

流 動 負 債
営業債務及びその他の債務 2,796,551
契 約 負 債 6,286,757
短 期 有 利 子 負 債 3,479,686
未 払 法 人 所 得 税 220,779
そ の 他 の 流 動 負 債 896,834
流 動 負 債 合 計 13,680,607
非 流 動 負 債
長 期 有 利 子 負 債 2,655,163
退 職 給 付 に 係 る 負 債 241,176
引 当 金 137,255
そ の 他 の 非 流 動 負 債 36,916
非 流 動 負 債 合 計 3,070,510
負 債 合 計 16,751,117

資 本
親会社の所有者に帰属する持分
資 本 金 7,147,905
資 本 剰 余 金 7,558,945
自 己 株 式 △2,926,532
利 益 剰 余 金 10,407,827
その他の資本の構成要素 953,378

親会社の所有者に帰属する持分合計 23,141,522
非 支 配 持 分 1,870

非 流 動 資 産 合 計 31,683,739 資 本 合 計 23,143,393
資 産 合 計 39,894,510 負 債 及 び 資 本 合 計 39,894,510

連結計算書類
連結財政状態計算書
（2024年12月31日現在）

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連結損益計算書

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 収 益 18,045,315

売 上 原 価 △6,333,626

売 上 総 利 益 11,711,689

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △11,109,868

そ の 他 の 営 業 収 益 78,082

そ の 他 の 営 業 費 用 △5,815

営 業 利 益 674,088

金 融 収 益 36,569

金 融 費 用 △79,039

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 △86,749

税 引 前 利 益 544,870

法 人 所 得 税 費 用 △212,794

当 期 利 益 332,076

当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 343,298

非 支 配 持 分 △11,222

当 期 利 益 332,076

連 結 損 益 計 算 書

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 預 金 3,661,749 買 掛 金 302,178
受 取 手 形 14,062 １年以内返済予定の長期借入金 2,876,816
売 掛 金 1,365,121 リ ー ス 債 務 6,260
商 品 111,288 未 払 金 1,901,584
仕 掛 品 20,192 未 払 費 用 327,720
貯 蔵 品 12,971 未 払 法 人 税 等 347,898
前 払 費 用 434,881 未 払 消 費 税 等 232,079
未 収 入 金 1,841,352 契 約 負 債 5,202,138
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 285,000 預 り 金 264,800
そ の 他 23,973 賞 与 引 当 金 454,334
貸 倒 引 当 金 △61,403 損 害 補 償 損 失 引 当 金 5,909

流 動 資 産 合 計 7,709,188 そ の 他 28
固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 11,921,749
有 形 固 定 資 産
建 物 88,066 固 定 負 債
構 築 物 306 長 期 借 入 金 2,288,034
車 両 運 搬 具 464 リ ー ス 債 務 6,141
工 具 、 器 具 及 び 備 品 55,684 株 式 給 付 引 当 金 738,362
リ ー ス 資 産 10,846 資 産 除 去 債 務 135,533
土 地 618 固 定 負 債 合 計 3,168,070
有 形 固 定 資 産 合 計 155,987 負 債 合 計 15,089,820
無 形 固 定 資 産 純 資 産 の 部
の れ ん 3,343,667
ソ フ ト ウ エ ア 15,939,783 株 主 資 本
著 作 権 70,000 資 本 金 7,147,905
無 形 固 定 資 産 合 計 19,353,451 資 本 剰 余 金
投 資 そ の 他 の 資 産 資 本 準 備 金 7,147,905
投 資 有 価 証 券 550,642 そ の 他 資 本 剰 余 金 137,964
関 係 会 社 株 式 505,757 資 本 剰 余 金 合 計 7,285,869
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 435,000 利 益 剰 余 金
長 期 貸 付 金 48,850 そ の 他 利 益 剰 余 金 3,556,048
長 期 未 収 入 金 55,799 繰 越 利 益 剰 余 金 3,556,048
破 産 更 生 債 権 等 52,251 利 益 剰 余 金 合 計 3,556,048
長 期 前 払 費 用 320,628 自 己 株 式 △2,922,353
敷 金 及 び 保 証 金 390,111 株 主 資 本 合 計 15,067,469
繰 延 税 金 資 産 811,512 評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他 21,587 その他有価証券評価差額金 110,427
貸 倒 引 当 金 △143,050 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 110,427
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 3,049,090
固 定 資 産 合 計 22,558,528 純 資 産 合 計 15,177,896
資 産 合 計 30,267,716 負 債 及 び 純 資 産 合 計 30,267,716

計算書類

貸　借　対　照　表
（2024年12月31日現在）

（単位：千円）

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2024年 1 月 1 日から
2024年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 16,077,207
売 上 原 価 5,666,125
売 上 総 利 益 10,411,082

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,768,000
営 業 利 益 643,081

営 業 外 収 益
受 取 利 息 13,379
受 取 配 当 金 5,324
受 取 補 償 金 2,970
受 取 報 奨 金 37,222
投 資 事 業 組 合 運 用 益 7,257
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 29,765
業 務 受 託 収 入 25,648
そ の 他 62,572 184,140

営 業 外 費 用
支 払 利 息 42,264
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 4,036
損 害 補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額 3,911
支 払 手 数 料 34,783
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 35,000
そ の 他 5,125 125,121
経 常 利 益 702,100

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 227,842 227,842

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 13,840
関 係 会 社 株 式 評 価 損 339,159
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 11,041
そ の 他 3,277 367,318
税 引 前 当 期 純 利 益 562,624
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 259,169
法 人 税 等 調 整 額 156,664
当 期 純 利 益 146,791

損　益　計　算　書

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 専 行
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 保 哲 郎

独立監査人の監査報告書
2025年２月12日

株式会社ブロードリーフ
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ブロードリーフの2024年１月１日か
ら2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算
書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指
定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ブロードリーフ
及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際
会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。
これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者
が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指定国際会計
基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明するこ
とが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、指
定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監
査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負
う。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鈴 木 専 行
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 保 哲 郎

独立監査人の監査報告書
2025年２月12日

株式会社ブロードリーフ
取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ブロードリーフの2024年１月
１日から2024年12月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに
計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年１月１日から2024年12月31日までの第16期事業年度における
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴ 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収
集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしまし
た。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類
（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）並びに計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属
明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任　あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年２月12日
株 式 会 社 ブ ロ ー ド リ ー フ 監 査 役 会

常勤監査役 平澤　謙二 ㊞

社外監査役 西本　強 ㊞

社外監査役 永井　美保子 ㊞
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